
 

 

 

 

 

 

報道機関各位 

 

大阪府後期高齢者医療保険における 

令和６年度及び令和７年度の保険料率について 

 

 後期高齢者医療制度における保険料率は、高齢者の医療の確保に関する法律等に

基づき、２年ごとに改定する仕組みとなっており、大阪府後期高齢者医療広域連合

においては、令和６年度及び令和７年度の保険料率について、令和６年２月１４日

開催の広域連合議会において議決されましたので、情報提供させていただきます。 

 

 

１ 令和６年度及び令和７年度の保険料率 

    （注 1）令和６年度保険料において、令和５年の基礎控除後の総所得金額等が 58万円 

以下の方は、10.94％となります。 

    （注 2）令和６年度保険料において、生年月日が昭和 24年 3月 31日以前または障害 

認定により資格取得した加入者においては、73万円となります。 

 

【参考】 

軽減後の一人当たり平均保険料 

今 回           : 年額９５，６６６円 

前 回（令和３年度算定時）: 年額８７，６６４円 

           増減額：８，００２円（年額） 

                  伸び率：９．１３％ 

 

２ 保険料算定経過 

 

・ 医療保険制度改革による影響、医療給付費の動向、窓口負担２割導入による影

響、診療報酬改定等を加味し、令和６年度及び令和７年度に保険者が負担すべ

き医療費（医療給付費）総額を慎重に精査して、保険料を賦課すべき総額を算

定するとともに、令和５年度の財政収支状況から見込まれる剰余金の２００億

円を充当することで、保険料の増加抑制に努めました。 

 

・また、国の基準が改正されたことに伴い、賦課限度額を現行の６６万円から 

８０万円に改定しました。 

 

 改定後 現 行 増減額等 

被保険者均等割額

（年額） 
５７,１７２円 ５４,４６１円 ２，７１１円  

所得割率 １１．７５％(注 1) １１．１２％ ０．６３％ 

賦課限度額 ８０万円(注 2) ６６万円 １４万円 

報 道 提 供 資 料   

令和６年２月１４日 

大阪府後期高齢者医療広域連合  

資格管理課長   

電話：０６－４７９０－２０２８ 

 



 【参考資料】 

○ 後期高齢者医療制度の概要と保険料 

・後期高齢者医療制度は、高齢化に伴う医療費の増大が見込まれる中で、高齢

世代と若年世代の負担の明確化等を図る観点から、７５歳以上の高齢者等を

対象とする医療制度として、平成２０年４月から施行されました。 

・後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が等しくご負担いただく「被

保険者均等割額」と、所得に応じてご負担いただく「所得割額」で構成され、

被保険者一人ひとりに対して賦課されます。 

・所得の低い方等には、以下の保険料軽減措置が現在適用されています。 

① 被保険者均等割額の軽減措置 

世帯の所得水準に応じ、７割・５割・２割軽減。 

② 会社の健康保険などの被扶養者であった方（元被扶養者）の軽減措置 

当面の間、所得割額を賦課しない。 

均等割額は資格取得後２年間５割軽減。 

 

 ○ 医療保険制度改革に伴う後期高齢者医療保険料への影響 

・令和５年の「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康

保険法等の一部を改正する法律」の成立に伴い、後期高齢者医療制度におい

ては、令和６年４月から以下の制度改正が行われます。 

   ①子育てを全世代で支援するため、後期高齢者医療制度が出産育児一時金に

係る費用の一部を支援する仕組みが導入されます。 

   ②現役世代の負担上昇を抑制するため、後期高齢者医療における高齢者の保

険料負担割合が見直されます。 

・今回の制度改正による影響は、第８期（令和４・５年度）から第９期（令和

６・７年度）の保険料増加要因のうち、約半分を占めています。 

・これら制度改正の影響については、激変緩和措置が設けられています。 

（１の表及び注釈を参照） 

 

○ 所得階層別の年間保険料算定例 

  ・別紙のとおり（単身世帯及び夫婦二人世帯、収入は年金のみの場合）。 

・年金収入額の区分は、現行の被保険者均等割額の軽減割合区分の上限等によ

る。 

・上段の表が現行、中段の表は令和６年度、下段の表は令和７年度の保険料。 

 

○ これまでの保険料率 

  平成 20・21 年度 平成 22・23年度 平成 24・25 年度 平成 26・27 年度 

被保険者均等割額 ４７,４１５円 ４９,０３６円 ５１,８２８円 ５２,６０７円 

所  得  割  率 ８．６８％ ９．３４％ １０．１７％ １０．４１％ 

賦課(最高)限度額 ５０万円 ５０万円 ５５万円 ５７万円 

  平成 28・29年度 平成 30・令和元年度 令和 2・3年度 令和 4・5年度 

被保険者均等割額 ５１，６４９円 ５１，４９１円 ５４，１１１円 ５４，４６１円 

所  得  割  率 １０．４１％ ９．９０％ １０．５２％ １１．１２％ 

賦課(最高)限度額 ５７万円 ６２万円 ６４万円 ６６万円 

○ 大阪府後期高齢者医療広域連合 

  ・府内４３市町村で構成 

  ・令和６年１月末の被保険者数：１，２９７，６３７人 

  ・事務所：大阪市中央区常盤町 1 丁目 3 番 8 号 中央大通ＦＮビル８階 



【別　紙】

（参考)　年間保険料額

　単身世帯（収入は年金のみ）の場合

（第８期保険料率策定時）

令和４・５年度

１５３万円 １６８万円 １９７万円 ２１１万円 ２２１万５千円 ３００万円

４３万円 ５８万円 ８７万円 １０１万円 １１１万５千円 １９０万円

　単身世帯（収入は年金のみ）の場合

令和６年度

１５３万円 １６８万円 １９７万５千円 ２１１万円 ２２２万５千円 ３００万円

４３万円 ５８万円 ８７万５千円 １０１万円 １１２万５千円 １９０万円

　単身世帯（収入は年金のみ）の場合

令和７年度

１５３万円 １６８万円 １９７万５千円 ２１１万円 ２２２万５千円 ３００万円

４３万円 ５８万円 ８７万５千円 １０１万円 １１２万５千円 １９０万円

※ 被保険者均等割額の軽減割合は、令和６年度と同じ算定条件としています。

３４，７７６円

７割軽減 ５割軽減

７割軽減 ５割軽減

１７，１５１円

１７２，７２５円

５８万円

５４，４６１円

２１７，９２５円

５７，１７２円

１６，４１０円

６９万５千円

１７，１５１円

　　　　　　　　　（賦課の基となる所得５８万円以下の場合は、所得割率10.94％）

被保険者均等割額

均等割額　②

５８万円

６４，４９６円

６８，１５０円

１６３，４６４円

１４７万円

４３，５６８円

２割軽減

１２７，３９９円

８１，６６２円

－

１４７万円

所得割額　① ０円 １７，６２５円

２割軽減

８１，６６２円

６９万５千円
総所得金額等

１５万円

７７，２６９円 １０９，１８９円

年金収入額

の軽減割合
２割軽減

の軽減割合

２２９，８９７円
　　　　　　①＋②

３３，５６１円

軽減後の被保険者
１７，１５１円 ２８，５８６円 ４５，７３７円 ４５，７３７円

保険料総額（円）
１７，１５１円

年金収入額

所得額

１４７万円

所得割額　① ０円 ４８，６８３円 ６３，４５２円

１６，６８０円

１７２，７２５円

１５万円

の軽減割合
軽減後の被保険者

２７，２３０円

被保険者均等割額

１１９，７４０円

１６，３３８円

３３，０１８円

　　　　　　　　　被保険者均等割額＝５７，１７２円　　所得割率＝１１．７５％　

所得額

６８万５千円
総所得金額等

所得割額　①

基礎控除後の
０円 １５万円 ４４万円

所得額

４５，７３７円 ４５，７３７円

保険料総額（円）

１６，３３８円

０円

１２７，３９９円

総所得金額等

均等割額　②

被保険者均等割額

年金収入額

２２９，８９７円
　　　　　　①＋②

軽減後の被保険者
１７，１５１円 ２８，５８６円

保険料総額（円）
１７，１５１円

５７，１７２円
均等割額　②

１１３，８８７円

基礎控除後の

７６，１５８円 １０８，０６４円

８０，８７３円

基礎控除後の
０円 ４４万５千円

５２，２８７円

０円 ４４万５千円 ５８万円

　被保険者均等割額＝５４，４６１円　　所得割率＝１１．１２％

　被保険者均等割額＝５７，１７２円　　所得割率＝１１．７５％

４８，９２８円 ７６，１７２円

７割軽減 ５割軽減

　　　　　　①＋②

４３，５６８円

１６，３３８円



【別　紙】

 後期高齢者夫婦二人世帯（収入は年金のみ）の場合

令和４・５年度

（第８期保険料率策定時）

●妻の年金収入額８０万円は、基礎年金額を例としています。

夫 １５３万円 １６８万円 ２１１万円 ２２６万円 ２７５万円 ３００万円

妻 ８０万円 ８０万円 ８０万円 ８０万円 ８０万円 ８０万円

夫 ４３万円 ５８万円 １０１万円 １１６万円 １６５万円 １９０万円

妻 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円

夫 ０円 １５万円 ５８万円 ７３万円 １２２万円 １４７万円

妻 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円

夫 ０円 １６，６８０円 ６４，４９６円 ８１，１７６円 １３５，６６４円 １６３，４６４円

妻 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円

２割軽減

夫 １６，３３８円 １６，３３８円 ２７，２３０円 ２７，２３０円 ４３，５６８円 ５４，４６１円

妻 １６，３３８円 １６，３３８円 ２７，２３０円 ２７，２３０円 ４３，５６８円 ５４，４６１円

夫 １６，３３８円 ３３，０１８円 ９１，７２６円 １０８，４０６円 １７９，２３２円 ２１７，９２５円

妻 １６，３３８円 １６，３３８円 ２７，２３０円 ２７，２３０円 ４３，５６８円 ５４，４６１円

合計 ３２，６７６円 ４９，３５６円 １１８，９５６円 １３５，６３６円 ２２２，８００円 ２７２，３８６円

　後期高齢者夫婦二人世帯（収入は年金のみ）の場合

令和６年度

●妻の年金収入額８０万円は、基礎年金額を例としています。

夫 １５３万円 １６８万円 ２１１万円 ２２７万円 ２７７万円 ３００万円

妻 ８０万円 ８０万円 ８０万円 ８０万円 ８０万円 ８０万円

夫 ４３万円 ５８万円 １０１万円 １１７万円 １６７万円 １９０万円

妻 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円

夫 ０円 １５万円 ５８万円 ７４万円 １２４万円 １４７万円

妻 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円

夫 ０円 １６，４１０円 ６３，４５２円 ８６，９５０円 １４５，７００円 １７２，７２５円

妻 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円

２割軽減

夫 １７，１５１円 １７，１５１円 ２８，５８６円 ２８，５８６円 ４５，７３７円 ５７，１７２円

妻 １７，１５１円 １７，１５１円 ２８，５８６円 ２８，５８６円 ４５，７３７円 ５７，１７２円

夫 １７，１５１円 ３３，５６１円 ９２，０３８円 １１５，５３６円 １９１，４３７円 ２２９，８９７円

妻 １７，１５１円 １７，１５１円 ２８，５８６円 ２８，５８６円 ４５，７３７円 ５７，１７２円

合計 ３４，３０２円 ５０，７１２円 １２０，６２４円 １４４，１２２円 ２３７，１７４円 ２８７，０６９円

　後期高齢者夫婦二人世帯（収入は年金のみ）の場合

令和７年度

●妻の年金収入額８０万円は、基礎年金額を例としています。

夫 １５３万円 １６８万円 ２１１万円 ２２７万円 ２７７万円 ３００万円

妻 ８０万円 ８０万円 ８０万円 ８０万円 ８０万円 ８０万円

夫 ４３万円 ５８万円 １０１万円 １１７万円 １６７万円 １９０万円

妻 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円

夫 ０円 １５万円 ５８万円 ７４万円 １２４万円 １４７万円

妻 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円

夫 ０円 １７，６２５円 ６８，１５０円 ８６，９５０円 １４５，７００円 １７２，７２５円

妻 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円

２割軽減

夫 １７，１５１円 １７，１５１円 ２８，５８６円 ２８，５８６円 ４５，７３７円 ５７，１７２円

妻 １７，１５１円 １７，１５１円 ２８，５８６円 ２８，５８６円 ４５，７３７円 ５７，１７２円

夫 １７，１５１円 ３４，７７６円 ９６，７３６円 １１５，５３６円 １９１，４３７円 ２２９，８９７円

妻 １７，１５１円 １７，１５１円 ２８，５８６円 ２８，５８６円 ４５，７３７円 ５７，１７２円

合計 ３４，３０２円 ５１，９２７円 １２５，３２２円 １４４，１２２円 ２３７，１７４円 ２８７，０６９円

均等割額　②

　被保険者均等割額＝５７，１７２円　　所得割率＝１１．７５％

総所得金額等

７割軽減

年金収入額

所得額

均等割額　②
保険料総額（円）

５割軽減

　被保険者均等割額＝５４，４６１円　　所得割率＝１１．１２％

５割軽減

被保険者均等割額の軽減割合

軽減後の被保険者

総所得金額等

所得割額　①

均等割額　②
保険料総額（円）

※ 被保険者均等割額の軽減割合は、令和６年度と同じ算定条件としています。

基礎控除後の

　　　　　　①＋②
保険料総額（円）

軽減後の被保険者

７割軽減

５割軽減

所得割額　①

被保険者均等割額の軽減割合

所得額

年金収入額

　　　　　　①＋②

基礎控除後の

総所得金額等

基礎控除後の

　　　　　　　　　（賦課の基となる所得５８万円以下の場合は、所得割率10.94％）

　　　　　　　　被保険者均等割額＝５７，１７２円　　所得割率＝１１．７５％

所得割額　①

被保険者均等割額の軽減割合 ７割軽減

軽減後の被保険者

　　　　　　①＋②

年金収入額

所得額
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